
政
令
第

号

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
条
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
及
び
そ
の
者
に
係
る
」
を
「
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
」
に
、
「
、
次
の
と
お
り
」
を
「
当
該
各

号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日

本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊

そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
業
務

五

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ

ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実

施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
英
国
軍
隊

そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要



な
業
務

第
一
条
の
三
中
「
掲
げ
る
業
務
」
を
「
定
め
る
業
務
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に

関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
二
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
日
本
国
の

自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円

滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国

と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
及
び
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊

と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連

合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
及
び
英
国
軍
隊
が
そ
の
任
務
の
遂
行
に
必

要
な
業
務
の
た
め
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
責
任
保
険
又
は
責
任
共
済
の
契
約
の
締
結
を
要
し
な
い
自
動
車
と
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


